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2026年２月 25日 

各  位 

 

会 社 名 クリエートメディック株式会社 

（コード：5187、東証スタンダード） 

代表者名 代表取締役 社長 今澤 修  

問合せ先  

役職・氏名 執行役員 経営企画部長 上野 晃也 

 （TEL 045-777-0111（代表）） 

 

既発行の新株予約権（第１回）及び無担保転換社債型新株予約権付社債（第３回）の 

内容変更に関するお知らせ 
 

当社は、2025 年７月 23 日を割当日として当社から YB-2 投資事業組合（以下「割当先」といいます。）に対し

第三者割当の方法により割り当てられた、クリエートメディック株式会社第１回新株予約権（以下「本新株予約

権」といいます。）及びクリエートメディック株式会社第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新

株予約権付社債」といいます。）について、それぞれの特別配当により行使価額及び転換価額の調整を要するこ

ととなる条項を削除するとともに、本日時点において有効な行使価額及び転換価額が当初行使価額と同額である

ことを明確にするべく、2026 年２月 25 日開催の取締役会において、割当先との間で 2026 年２月 25 日付「合意

書」が締結されることを条件に、それぞれの内容の一部を下記のとおり変更することを決定いたしましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

2026年１月23日に公表したとおり、当社グループは、2025年12月期における１株当たり配当金について、

期末28円、通期45円の配当を予定しております。 

他方で、本新株予約権及び本新株予約権付社債には、特別配当の実施による行使価額及び転換価額の調

整条項が設けられており、上記の配当予想を踏まえ、2025年12月期及びその後の増配の際に、本新株予約

権及び本新株予約権付社債に係る潜在的な希薄化率の増加を抑制することを目的として割当先との間で

協議を行った結果、本新株予約権及び本新株予約権付社債の各発行要項における特別配当による調整条

項の削除を行うとともに、本日時点において有効な行使価額及び転換価額が当初行使価額と同額である

ことを明確にすることといたしました。 

 

２．本新株予約権の内容の変更 

当社及び割当先は、本新株予約権の発行要項（以下「本新株予約権発行要項」といいます。）を以下の

とおり変更いたします（下線部は変更箇所）。 

 

変更前 変更後 

9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額又は算定方法 

【中略】 

(2) 本新株予約権の行使により交付する当社普通

株式の数を算定するにあたり用いられる価額

（以下「行使価額」という。）は、951円とす

る（当該行使価額を、以下「当初行使価額」と

9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額又は算定方法 

【中略】 

(2) 本新株予約権の行使により交付する当社普通

株式の数を算定するにあたり用いられる価額

（以下「行使価額」という。）は、951円とす

る（当該行使価額を、以下「当初行使価額」と
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いう。）。なお、行使価額は次号又は次項第(1)

号乃至第(8)号に定めるところに従い修正又は

調整されることがある。 

 

いう。また、2026年２月25日において有効な行

使価額は951円であるものとする。）。なお、

行使価額は次号又は次項第(1)号乃至第(7)号

に定めるところに従い修正又は調整されるこ

とがある。 

 

(3) 行使価額は、2026年１月26日を初回の修正日と

し、その後１年毎（以下、個別に又は総称して

「修正日」という｡）に、修正日まで（当日を

含む。）の20連続取引日の株式会社東京証券取

引所（以下「東京証券取引所」という。）にお

ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値

（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、

その端数を切り上げた金額。以下「修正日価額」

という。）が、修正日に有効な行使価額を１円

以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、

修正日価額に修正される。但し、上記の計算の

結果算出される金額が下限行使価額（以下に定

義する。）を下回る場合には、修正後の行使価

額は下限行使価額とする。「下限行使価額」と

は、855円をいう（但し、下限行使価額は次項

第(1)号乃至第(8)号に定めるところに従って

行使価額に対して行われる調整と同様の方法

による調整に服する。）。 

 

(3) 行使価額は、2026年１月26日を初回の修正日と

し、その後１年毎（以下、個別に又は総称して

「修正日」という｡）に、修正日まで（当日を

含む。）の20連続取引日の株式会社東京証券取

引所（以下「東京証券取引所」という。）にお

ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値

（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、

その端数を切り上げた金額。以下「修正日価額」

という。）が、修正日に有効な行使価額を１円

以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、

修正日価額に修正される。但し、上記の計算の

結果算出される金額が下限行使価額（以下に定

義する。）を下回る場合には、修正後の行使価

額は下限行使価額とする。「下限行使価額」と

は、855円をいう（但し、下限行使価額は次項

第(1)号乃至第(7)号に定めるところに従って

行使価額に対して行われる調整と同様の方法

による調整に服する。）。 

 

10. 行使価額の調整 

【中略】 

(2) 新株発行等による行使価額調整式により本新

株予約権の行使価額の調整を行う場合及びそ

の調整後行使価額の適用時期については、次に

定めるところによる。 

(イ) 時価（本項第(4)号(ロ)に定義される。以

下同じ。）を下回る払込金額をもって当

社普通株式を新たに発行し、又は当社の

保有する当社普通株式を処分する場合

（無償割当てによる場合を含む。）（但

し、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基

づき当社の取締役（監査等委員である取

締役および社外取締役を除く。）に対し

当社普通株式を新たに発行し又は当社の

保有する当社普通株式を処分する場合、

新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）の行使、取得請求権付

株式又は取得条項付株式の取得、その他

当社普通株式の交付を請求できる権利の

行使によって当社普通株式を交付する場

合、及び合併、会社分割、株式交換又は

株式交付により当社普通株式を交付する

場合を除く。） 

【中略】 

10. 行使価額の調整 

【中略】 

(2) 新株発行等による行使価額調整式により本新

株予約権の行使価額の調整を行う場合及びそ

の調整後行使価額の適用時期については、次に

定めるところによる。 

(イ) 時価（本項第(3)号(ロ)に定義される。以

下同じ。）を下回る払込金額をもって当

社普通株式を新たに発行し、又は当社の

保有する当社普通株式を処分する場合

（無償割当てによる場合を含む。）（但

し、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基

づき当社の取締役（監査等委員である取

締役および社外取締役を除く。）に対し

当社普通株式を新たに発行し又は当社の

保有する当社普通株式を処分する場合、

新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）の行使、取得請求権付

株式又は取得条項付株式の取得、その他

当社普通株式の交付を請求できる権利の

行使によって当社普通株式を交付する場

合、及び合併、会社分割、株式交換又は

株式交付により当社普通株式を交付する

場合を除く。） 

【中略】 
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(3) （イ）当社は、本新株予約権の発行後、下記（ロ）

に定める特別配当の支払いを実施する場

合には、次に定める算式（以下「特別配

当による行使価額調整式」といい、新株

発行等による行使価額調整式と併せて

「行使価額調整式」という。）をもって

行使価額を調整する。 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

時価 ― 
１株当たり

の特別配当 

時価 

「１株当たりの特別配当」とは、特別配

当を、剰余金の配当に係る当該事業年度

の最終の基準日における本新株予約権１

個当たりの目的となる株式の数で除した

金額をいう。１株当たり特別配当の計算

については、円位未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を四捨五入する。 

(ロ) 「特別配当」とは、2030年７月23日まで

の間に終了する各事業年度内に到来する

配当に係る各基準日につき、当社普通株

式１株当たりの剰余金の配当（会社法第

455条第２項及び第456条の規定により支

払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当

財産とする剰余金の配当の場合には、か

かる配当財産の簿価を配当の額とする。）

の額に当該基準日時点における本新株予

約権１個当たりの目的である株式の数を

乗じて得た金額の当該事業年度における

累計額が、基準配当金（基準配当金は、

2030年７月23日までの間に終了する各事

業年度内に到来する配当に係る各基準日

につき、当該基準日時点における本新株

予約権１個当たりの目的である株式の数

に37を乗じた金額の当該事業年度におけ

る累計額。）（当社が当社の事業年度を

変更した場合には、新株予約権者と協議

の上合理的に修正された金額）を超える

場合における当該超過額をいう。 

(ハ) 特別配当による行使価額の調整は、各事

業年度の配当に係る最終の基準日に係る

会社法第454条又は第459条に定める剰余

金の配当決議が行われた日の属する月の

翌月10日以降これを適用する。 

 

（削除） 

(4) その他 

【中略】 

(ロ) 行使価額調整式で使用する時価は、新株

発行等による行使価額調整式の場合には

(3) その他 

【中略】 

(ロ) 行使価額調整式で使用する時価は、新株

発行等による行使価額調整式の場合には
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調整後行使価額を適用する日（但し、本

項第(2)号(ホ)の場合は基準日）又は特別

配当による行使価額調整式の場合には当

該事業年度の配当に係る最終の基準日に

先立つ45取引日（以下に定義する。）目

に始まる30連続取引日の東京証券取引所

における当社普通株式終値の平均値（終

値のない日数を除く｡）とする。 

【中略】 

 

調整後行使価額を適用する日（但し、本

項第(2)号(ホ)の場合は基準日）とする。 

【中略】 

 

(ハ) 新株発行等による行使価額調整式で使用

する既発行株式数は、株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場

合はその日、また、かかる基準日がない

場合は、調整後行使価額を適用する日の

１か月前の日における当社の発行済普通

株式数から、当該日における当社の有す

る当社普通株式の数を控除した数とし、

当該行使価額の調整前に本項第(2)号、第

(3)号又は第(8)号に基づき交付されたも

のとみなされた当社普通株式のうち未だ

交付されていない当社普通株式の数を加

えた数とする。また、当社普通株式の株

式分割が行われる場合には、新株発行等

による行使価額調整式で使用する発行又

は処分株式数は、基準日における当社の

有する当社普通株式に割り当てられる当

社普通株式の数を含まないものとする｡ 

【中略】 

 

(ハ) 新株発行等による行使価額調整式で使用

する既発行株式数は、株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場

合はその日、また、かかる基準日がない

場合は、調整後行使価額を適用する日の

１か月前の日における当社の発行済普通

株式数から、当該日における当社の有す

る当社普通株式の数を控除した数とし、

当該行使価額の調整前に本項第(2)号又

は第(7)号に基づき交付されたものとみ

なされた当社普通株式のうち未だ交付さ

れていない当社普通株式の数を加えた数

とする。また、当社普通株式の株式分割

が行われる場合には、新株発行等による

行使価額調整式で使用する発行又は処分

株式数は、基準日における当社の有する

当社普通株式に割り当てられる当社普通

株式の数を含まないものとする｡ 

【中略】 

 

(5) 本新株予約権の発行後、本項第(6)号に掲げる

各事由により当社の普通株式数に変更を生じ

る場合又は変更を生じる可能性がある場合で、

当社普通株式の新たな発行又は当社の保有す

る当社普通株式の処分における払込金額（本項

第(6)(ロ)の場合は、取得請求権付株式に係る

取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件

に従い行使する場合の当社普通株式１株当た

りの対価、本項第(6)号(ハ)の場合は、取得条

項付株式又は取得条項付新株予約権を取得し

た場合の当社普通株式１株あたりの対価（総称

して、以下「取得価額等」という。）をいう。）

が、本項第(6)号において調整後行使価額の適

用開始日として定める日において有効な行使

価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金

額又は取得価額等と同額（但し、調整後行使価

額が855円を下回ることとなる場合には、855円

とする。）に調整される。但し、当社又は当社

の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従

業員に対してストック・オプション目的で発行

(4) 本新株予約権の発行後、本項第(5)号に掲げる

各事由により当社の普通株式数に変更を生じ

る場合又は変更を生じる可能性がある場合で、

当社普通株式の新たな発行又は当社の保有す

る当社普通株式の処分における払込金額（本項

第(5)号(ロ)の場合は、取得請求権付株式に係

る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条

件に従い行使する場合の当社普通株式１株当

たりの対価、本項第(5)号(ハ)の場合は、取得

条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得

した場合の当社普通株式１株あたりの対価（総

称して、以下「取得価額等」という。）をいう。）

が、本項第(5)号において調整後行使価額の適

用開始日として定める日において有効な行使

価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金

額又は取得価額等と同額（但し、調整後行使価

額が855円を下回ることとなる場合には、855円

とする。）に調整される。但し、当社又は当社

の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従

業員に対してストック・オプション目的で発行
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される普通株式を目的とする新株予約権には

適用されないものとする。 

 

される普通株式を目的とする新株予約権には

適用されないものとする。 

 

(6) 本項第(5)号により行使価額の調整を行う場合

及び調整後行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。 

【中略】 

 

(5) 本項第(4)号により行使価額の調整を行う場合

及び調整後行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。 

【中略】 

(7) 本項第(1)号、第(3)号及び第(5)号のうち複数

の規定に該当する場合、調整後行使価額がより

低い金額となる規定を適用して行使価額を調

整する。 

 

(6) 本項第(1)号及び第(4)号のうち複数の規定に

該当する場合、調整後行使価額がより低い金額

となる規定を適用して行使価額を調整する。 

 

(8) 本項第(2)号、第(3)号及び第(6)号の行使価額

の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる

場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、

その承認を得て、必要な行使価額の調整を行

う。 

【中略】 

 

(7) 本項第(2)号及び第(5)号の行使価額の調整を

必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、本新株予約権者と協議の上、その

承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

【中略】 

 

(9) 前項第(3)号により行使価額の修正を行う場

合、又は本項第(1)号乃至第(8)号により行使価

額の調整を行うとき（下限行使価額が調整され

るときを含む。）は、当社は、あらかじめ書面

によりその旨並びにその事由、修正前又は調整

前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及

びその適用の日その他必要な事項を本新株予

約権者に通知する。但し、適用の日の前日まで

に前記の通知を行うことができないときは、適

用の日以降速やかにこれを行う。 

【後略】 

 

(8) 前項第(3)号により行使価額の修正を行う場

合、又は本項第(1)号乃至第(7)号により行使価

額の調整を行うとき（下限行使価額が調整され

るときを含む。）は、当社は、あらかじめ書面

によりその旨並びにその事由、修正前又は調整

前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及

びその適用の日その他必要な事項を本新株予

約権者に通知する。但し、適用の日の前日まで

に前記の通知を行うことができないときは、適

用の日以降速やかにこれを行う。 

【後略】 

 

３．本新株予約権付社債の内容の変更 

当社及び割当先は、本新株予約権付社債の発行要項（以下「本新株予約権付社債発行要項」といいます。）

を以下のとおり変更いたします（下線部は変更箇所）。 

 

変更前 変更後 

13. 本社債の償還の方法及び期限 

【中略】 

(2) 繰上償還 

(イ) 当社に生じた事由による繰上償還 

① 組織再編行為による繰上償還 

【中略】 

(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 

会社法に基づき当社の取締役会その他

の機関において当該組織再編行為に関

して支払われ若しくは交付される対価

を含む条件が決議又は決定された日

（決議又は決定された日よりも後に当

13. 本社債の償還の方法及び期限 

【中略】 

(2) 繰上償還 

(イ) 当社に生じた事由による繰上償還 

① 組織再編行為による繰上償還 

【中略】 

(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 

会社法に基づき当社の取締役会その他

の機関において当該組織再編行為に関

して支払われ若しくは交付される対価

を含む条件が決議又は決定された日

（決議又は決定された日よりも後に当
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該組織再編行為の条件が公表される場

合にはかかる公表の日）の直後の取引

日（株式会社東京証券取引所（以下「東

京証券取引所」という。）において売

買立会が行われる日をいう。但し、東

京証券取引所において当社普通株式の

あらゆる種類の取引停止処分又は取引

制限（一時的な取引制限も含む。）が

あった場合には、当該日は「取引日」

にあたらないものとする。以下同じ。）

に始まる５連続取引日の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の

終値の平均値を、当該５連続取引日の

最終日時点で有効な転換価額で除して

得られた値（小数第５位まで算出し、

小数第５位を四捨五入し、これを百分

率で表示する。）とする。当該５連続

取引日において第15項第(3)号(ハ)③、

⑤、⑧及び⑩に記載の転換価額の調整

事由が生じた場合には、当該５連続取

引日の当社普通株式の普通取引の終値

の平均値は、第15項第(3)号(ハ)②乃至

⑩に記載の転換価額の調整条項に準じ

て合理的に調整されるものとする。 

【後略】 

該組織再編行為の条件が公表される場

合にはかかる公表の日）の直後の取引

日（株式会社東京証券取引所（以下「東

京証券取引所」という。）において売

買立会が行われる日をいう。但し、東

京証券取引所において当社普通株式の

あらゆる種類の取引停止処分又は取引

制限（一時的な取引制限も含む。）が

あった場合には、当該日は「取引日」

にあたらないものとする。以下同じ。）

に始まる５連続取引日の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の

終値の平均値を、当該５連続取引日の

最終日時点で有効な転換価額で除して

得られた値（小数第５位まで算出し、

小数第５位を四捨五入し、これを百分

率で表示する。）とする。当該５連続

取引日において第15項第(3)号(ハ)③、

⑥及び⑧に記載の転換価額の調整事由

が生じた場合には、当該５連続取引日

の当社普通株式の普通取引の終値の平

均値は、第15項第(3)号(ハ)②乃至⑧に

記載の転換価額の調整条項に準じて合

理的に調整されるものとする。 

【後略】 

15. 本新株予約権の内容 

【中略】 

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び

数の算定方法 

【中略】 

(ハ) 転換価額 

① 転換価額 

(ⅰ) 各本新株予約権の行使により交付する

当社普通株式の数を算定するにあたり

用いられる価額（以下「転換価額」と

いう。）は、951円とする。なお、転換

価額は本号（ハ）①(ⅱ)及び②乃至⑩

に定めるところに従い修正又は調整さ

れることがある。 

 

15. 本新株予約権の内容 

【中略】 

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び

数の算定方法 

【中略】 

(ハ) 転換価額 

① 転換価額 

(ⅰ) 各本新株予約権の行使により交付する

当社普通株式の数を算定するにあたり

用いられる価額（以下「転換価額」と

いう。）は、951円とする（2026年２月

25日において有効な転換価額は951円

であるものとする。）。なお、転換価

額は本号（ハ）①(ⅱ)及び②乃至⑧に

定めるところに従い修正又は調整され

ることがある。 

 

(ⅱ) 転換価額は、2026年１月26日を初回の

修正日とし、その後１年毎（以下、個

別に又は総称して「修正日」という｡）

に、修正日まで（当日を含む。）の20

連続取引日の東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の平均

値（計算の結果１円未満の端数を生じ

る場合は、その端数を切り上げた金額。

(ⅱ) 転換価額は、2026年１月26日を初回の

修正日とし、その後１年毎（以下、個

別に又は総称して「修正日」という｡）

に、修正日まで（当日を含む。）の20

連続取引日の東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の平均

値（計算の結果１円未満の端数を生じ

る場合は、その端数を切り上げた金額。
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以下「修正日価額」という。）が、修

正日に有効な転換価額を１円以上下回

る場合には、修正日以降、修正日価額

に修正される。但し、上記の計算の結

果算出される金額が下限転換価額（以

下に定義する。）を下回る場合には、

修正後の転換価額は下限転換価額とす

る。「下限転換価額」とは、855円とす

る（但し、本号(ハ)②乃至⑩に定める

ところに従って転換価額に対して行わ

れる調整と同様の方法による調整に服

する。）。 

【中略】 

 

以下「修正日価額」という。）が、修

正日に有効な転換価額を１円以上下回

る場合には、修正日以降、修正日価額

に修正される。但し、上記の計算の結

果算出される金額が下限転換価額（以

下に定義する。）を下回る場合には、

修正後の転換価額は下限転換価額とす

る。「下限転換価額」とは、855円とす

る（但し、本号(ハ)②乃至⑧に定める

ところに従って転換価額に対して行わ

れる調整と同様の方法による調整に服

する。）。 

【中略】 

 

③ 新株発行等による転換価額調整式により本新

株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合

及びその調整後転換価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 時価（本号(ハ)⑥(ⅱ)に定義される。

以下同じ。）を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を新たに発行し、又は

当社の保有する当社普通株式を処分す

る場合（無償割当てによる場合を含

む。）（但し、当社の譲渡制限付株式

報酬制度に基づき当社の取締役（監査

等委員である取締役及び社外取締役を

除く）に対し当社普通株式を新たに発

行し又は当社の保有する当社普通株式

を処分する場合、新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）

の行使、取得請求権付株式又は取得条

項付株式の取得、その他当社普通株式

の交付を請求できる権利の行使によっ

て当社普通株式を交付する場合、及び

合併、会社分割、株式交換又は株式交

付により当社普通株式を交付する場合

を除く｡） 

【中略】 

 

③ 新株発行等による転換価額調整式により本新

株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合

及びその調整後転換価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 時価（本号(ハ)④(ⅱ)に定義される。

以下同じ。）を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を新たに発行し、又は

当社の保有する当社普通株式を処分す

る場合（無償割当てによる場合を含

む。）（但し、当社の譲渡制限付株式

報酬制度に基づき当社の取締役（監査

等委員である取締役及び社外取締役を

除く）に対し当社普通株式を新たに発

行し又は当社の保有する当社普通株式

を処分する場合、新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）

の行使、取得請求権付株式又は取得条

項付株式の取得、その他当社普通株式

の交付を請求できる権利の行使によっ

て当社普通株式を交付する場合、及び

合併、会社分割、株式交換又は株式交

付により当社普通株式を交付する場合

を除く｡） 

【中略】 

 

④ 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記第

⑤号に定める特別配当の支払いを実施する場

合には、次に定める算式（以下「特別配当によ

る転換価額調整式」といい、新株発行等による

転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と

いう。）をもって転換価額を調整する。 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 

時価 ― 
１株当たり

の特別配当 

時価 

「１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、

（削除） 
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剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基

準日における各本社債の金額（金15,300,000

円）当たりの本新株予約権の目的となる株式の

数で除した金額をいう。１株当たり特別配当の

計算については、円位未満小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨五入する。 

 

⑤ (ⅰ) 「特別配当」とは、2030年７月23日ま

での間に終了する各事業年度内に到来

する配当に係る各基準日につき、当社

普通株式１株当たりの剰余金の配当

（会社法第455条第２項及び第456条の

規定により支払う金銭も含む。）の額

（金銭以外の財産を配当財産とする剰

余金の配当の場合には、かかる配当財

産の簿価を配当の額とする。）に当該

基準日時点における各本社債の金額

（金15,300,000円）当たりの本新株予

約権の目的である株式の数を乗じて得

た金額の当該事業年度における累計額

が、基準配当金（基準配当金は、2030

年７月23日までの間に終了する各事業

年度内に到来する配当に係る各基準日

につき、当該基準日時点における各本

社債の金額（金15,300,000円）当たり

の本新株予約権の目的である株式の数

に、37を乗じた金額の当該事業年度に

おける累計額）（当社が当社の事業年

度を変更した場合には、本新株予約権

付社債権者と協議の上合理的に修正さ

れた金額）を超える場合における当該

超過額をいう。 

(ⅱ) 特別配当による転換価額の調整は、各

事業年度の配当に係る最終の基準日に

係る会社法第454条又は第459条に定め

る剰余金の配当決議が行われた日の属

する月の翌月10日以降これを適用す

る。 

 

（削除） 

⑥ (ⅰ) 転換価額調整式の計算については、円

位未満小数第２位まで算出し、小数第

２位を切り捨てる。 

(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、新

株発行等による転換価額調整式の場合

は調整後転換価額を適用する日（但し、

本号(ハ)③(ⅴ)の場合は基準日）又は

特別配当による転換価額調整式の場

合は当該事業年度の配当に係る最終

の基準日に先立つ45取引日目に始ま

る30連続取引日の東京証券取引所に

④ (ⅰ) 転換価額調整式の計算については、円

位未満小数第２位まで算出し、小数第

２位を切り捨てる。 

(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、新

株発行等による転換価額調整式の場合

は調整後転換価額を適用する日（但し、

本号(ハ)③(ⅴ)の場合は基準日）とす

る。 

【中略】 

 

(ⅲ) 新株発行等による転換価額調整式で使
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おける当社普通株式終値の平均値

（終値のない日数を除く。）とする。 

【中略】 

 

(ⅲ) 新株発行等による転換価額調整式で使

用する既発行株式数は、株主に割当て

を受ける権利を与えるための基準日が

ある場合はその日、また、かかる基準

日がない場合は、調整後転換価額を適

用する日の１か月前の日における当社

の発行済普通株式数から、当該日にお

ける当社の有する当社普通株式の数を

控除した数とし、当該転換価額の調整

前に本号(ハ)③又は本号(ハ)⑩に基づ

き交付されたものとみなされた当社普

通株式のうち未だ交付されていない当

社普通株式の数を加えた数とする。ま

た、当社普通株式の株式分割が行われ

る場合には、新株発行等による転換価

額調整式で使用する発行又は処分株式

数は、基準日における当社の有する当

社普通株式に割り当てられる当社普通

株式の数を含まないものとする。 

【中略】 

 

用する既発行株式数は、株主に割当て

を受ける権利を与えるための基準日が

ある場合はその日、また、かかる基準

日がない場合は、調整後転換価額を適

用する日の１か月前の日における当社

の発行済普通株式数から、当該日にお

ける当社の有する当社普通株式の数を

控除した数とし、当該転換価額の調整

前に本号(ハ)③又は本号(ハ)⑧に基づ

き交付されたものとみなされた当社普

通株式のうち未だ交付されていない当

社普通株式の数を加えた数とする。ま

た、当社普通株式の株式分割が行われ

る場合には、新株発行等による転換価

額調整式で使用する発行又は処分株式

数は、基準日における当社の有する当

社普通株式に割り当てられる当社普通

株式の数を含まないものとする。 

【中略】 

⑦ 本新株予約権付社債の発行後、本号(ハ)⑧に

掲げる各事由により当社の普通株式数に変更

を生じる場合又は変更を生じる可能性がある

場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社

の保有する当社普通株式の処分における払込

金額（本号(ハ)⑧(ⅱ)の場合は、取得請求権付

株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初

の発行条件に従い行使する場合の当社普通株

式１株当たりの対価、本号(ハ)⑧(ⅲ)の場合

は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約

権を取得した場合の当社普通株式１株当たり

の対価（総称して、以下「取得価額等」という。）

をいう。）が、本号(ハ)⑧において調整後転換

価額の適用開始日として定める日において有

効な転換価額を下回る場合には、転換価額は

当該払込金額又は取得価額等と同額（但し、調

整後転換価額が855円を下回ることとなる場

合には、855円とする。）に調整される。但し、

当社又は当社の子会社の取締役、監査役その

他の役員又は従業員に対してストック・オプ

ション目的で発行される普通株式を目的とす

る新株予約権には適用されないものとする。 

 

⑤ 本新株予約権付社債の発行後、本号(ハ)⑥に

掲げる各事由により当社の普通株式数に変更

を生じる場合又は変更を生じる可能性がある

場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社

の保有する当社普通株式の処分における払込

金額（本号(ハ)⑥(ⅱ)の場合は、取得請求権付

株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初

の発行条件に従い行使する場合の当社普通株

式１株当たりの対価、本号(ハ)⑥(ⅲ)の場合

は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約

権を取得した場合の当社普通株式１株当たり

の対価（総称して、以下「取得価額等」という。）

をいう。）が、本号(ハ)⑥において調整後転換

価額の適用開始日として定める日において有

効な転換価額を下回る場合には、転換価額は

当該払込金額又は取得価額等と同額（但し、調

整後転換価額が855円を下回ることとなる場

合には、855円とする。）に調整される。但し、

当社又は当社の子会社の取締役、監査役その

他の役員又は従業員に対してストック・オプ

ション目的で発行される普通株式を目的とす

る新株予約権には適用されないものとする。 

 

⑧ 本号(ハ)⑦により転換価額の調整を行う場合

及び調整後転換価額の適用時期については、

⑥ 本号(ハ)⑤により転換価額の調整を行う場合

及び調整後転換価額の適用時期については、
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次に定めるところによる。 

【中略】 

 

次に定めるところによる。 

【中略】 

 

⑨ 本号(ハ)②、④及び⑦のうち複数の規定に該

当する場合、調整後転換価額がより低い金額

となる規定を適用して転換価額を調整する。 

 

⑦ 本号(ハ)②及び⑤のうち複数の規定に該当す

る場合、調整後転換価額がより低い金額とな

る規定を適用して転換価額を調整する。 

 

⑩ 本号(ハ)③、⑤及び⑧の転換価額の調整を必

要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、

その承認を得て、必要な転換価額の調整を行

う。 

【中略】 

 

⑧ 本号(ハ)③及び⑥の転換価額の調整を必要と

する場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その

承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。 

【中略】 

 

⑪ 本号(ハ)①(ⅱ)により転換価額の修正を行う

場合、又は本号(ハ)②乃至⑩により転換価額

の調整を行うとき（下限転換価額が調整され

るときを含む。）は、当社は、あらかじめ書面

によりその旨並びにその事由、修正前又は調

整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価

額及びその適用の日その他必要な事項を本新

株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の

日の前日までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用の日以降速やかにこれを行

う。 

【中略】 

 

⑨ 本号(ハ)①(ⅱ)により転換価額の修正を行う

場合、又は本号(ハ)②乃至⑧により転換価額

の調整を行うとき（下限転換価額が調整され

るときを含む。）は、当社は、あらかじめ書面

によりその旨並びにその事由、修正前又は調

整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価

額及びその適用の日その他必要な事項を本新

株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の

日の前日までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用の日以降速やかにこれを行

う。 

【中略】 

 

(12) 当社による組織再編行為の場合の承継会社

等による新株予約権付社債の承継 

当社が組織再編行為を行う場合は、第13項第

(2)号(イ)①に基づき本新株予約権付社債の

繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をし

て、組織再編行為の効力発生日の直前におい

て残存する本新株予約権付社債に付された

本新株予約権の所持人に対して、当該本新株

予約権の所持人の有する本新株予約権に代

えて、それぞれの場合につき、承継会社等の

新株予約権で、本号(イ)乃至(ヌ)に掲げる内

容のもの（以下「承継新株予約権」という。）

を交付させるものとする。この場合、組織再

編行為の効力発生日において、本新株予約権

は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に

承継され、本新株予約権の所持人は、承継新

株予約権の所持人となるものとし、本要項の

本新株予約権に関する規定は承継新株予約

権について準用する。 

【中略】 

(ハ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付さ

れる承継会社等の普通株式の数は、当該組織

(12) 当社による組織再編行為の場合の承継会社

等による新株予約権付社債の承継 

当社が組織再編行為を行う場合は、第13項第

(2)号(イ)①に基づき本新株予約権付社債の

繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をし

て、組織再編行為の効力発生日の直前におい

て残存する本新株予約権付社債に付された

本新株予約権の所持人に対して、当該本新株

予約権の所持人の有する本新株予約権に代

えて、それぞれの場合につき、承継会社等の

新株予約権で、本号(イ)乃至(ヌ)に掲げる内

容のもの（以下「承継新株予約権」という。）

を交付させるものとする。この場合、組織再

編行為の効力発生日において、本新株予約権

は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に

承継され、本新株予約権の所持人は、承継新

株予約権の所持人となるものとし、本要項の

本新株予約権に関する規定は承継新株予約

権について準用する。 

【中略】 

(ハ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付さ

れる承継会社等の普通株式の数は、当該組織
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再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照し

て決定するほか、以下に従う。なお、転換価

額は第15項第(3)号(ハ)①(ⅱ)と同様の修正

及び②乃至⑩と同様の調整に服する。 

【後略】 

 

再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照し

て決定するほか、以下に従う。なお、転換価

額は第15項第(3)号(ハ)①(ⅱ)と同様の修正

及び②乃至⑧と同様の調整に服する。 

【後略】 

 

 

４．今後の見通し 

上記「２．本新株予約権の内容の変更」及び「３．本新株予約権付社債の内容の変更」に記載の本新株

予約権及び本新株予約権付社債の内容の変更が当社グループの今期の業績に与える影響は軽微でありま

す。 

以 上 

 

 


